
江東区教育委員会事務局指導室 
 会計年度任用職員（エデュケーション・アシスタント）の募集 

令和８年度『エデュケーション・アシスタント』の募集について 

江東区教育委員会事務局指導室では、会計年度任用職員を次のとおり募集します。 

１．募集内容 

（１）職種 

   『エデュケーション・アシスタント』（会計年度任用職員、地方公務員法の適用あり） 

（２）募集人数 

   ５名程度 

（３）勤務場所 

   江東区内の小学校（義務教育学校前期課程含む、以下同じ） 

   ※家族や親族が通学・在籍している学校では勤務ができません。 

（４）主な職務内容 

  ア 学級担任補助および学級経営上必要な業務全般の補助（保護者対応含む） 

  イ 生活指導の補助 

  ウ 児童の相談対応・登下校時の見守り 等 

     ※学級担任教員が行う業務のうち、教科指導以外を行っていただきます。 

※災害時には、割り振られた勤務時間において江東区地域防災計画等に定める 

各部の事務又は業務における補助等に従事していただきます。 

２．応募資格（求められる能力） 

  ア こどもの考えや行動を理解し、好感を与える親切・丁寧な対応できる方 

  イ 教職員・保護者等と円滑なコミュニケーションが取れる方 

  ウ 一定の事務能力（Word・Excel 操作等）がある方 

  エ 公務員としての服務規律を守り、熱心に業務に取り組むことができる方 

     ※学校教育に関する業務経験、教員免許状の有無は問いません。 

３．任用期間 

令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日 まで 

 ※原則として、採用後１か月間は「条件付採用期間」となります。 

 ※令和９年４月１日以降、公募によらない再度任用への申込みが可能です。 

ただし、１年以内の任用であり、令和９年４月１日以降の再度任用を保障するも

のではありません。公募によらない再度任用は、任用期間内の勤務実績等により選

考の上、決定します。 

４．勤務日数 

週４日（年間１９２日勤務） 
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５．勤務時間 

原則、８時１５分から１６時４５分の間で７時間４５分（休憩時間除く） 

※所定勤務時間を超える勤務：なし 

６．報酬  

（１）報酬形態 

日額（１３，００５円） 

※特別区人事委員会勧告等の状況により変更が生じる場合があります。 

（２）通勤手当 

   上限５５，０００円 

    ※居住地から勤務地までの距離や経路によって支給要件があるため、必ずしも申 

出通りの認定となるわけではありません。 

    ※月途中からの任用の場合、任用開始月の通勤費は支給されません。 

（３）期末・勤勉手当 

   基準日（６月１日、１２月１日）前１か月以内に在籍し、かつ、一会計年度内にお

いて基準日までに発令されている任用期間が６月以上あり、週当たりの勤務時間が１

５時間３０分未満、かつ、週当たりの勤務日数が２日以下でない者を対象に支給され

ます。 

７．休暇等 

（１）年次有給休暇 

任用期間が６月以上の場合に年度単位で付与 

（２）特別休暇 

ア 有給もしくは無給 ※勤務条件等により判定されます。 

  病気休暇、公民権行使等休暇 

イ 有給 

  妊娠出産休暇、慶弔休暇、夏季休暇 

ウ 無給 

  母子保健検診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出生サポート休暇、出産支援休暇、 

育児参加休暇、F 休暇（生理休暇）、子の看護等のための休暇、介護休暇 等 

８．加入保険 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

 ※勤務条件により加入対象外となる場合があります。 
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９．応募方法 

（１）応募書類 

   会計年度任用職員申込書（カラー写真貼付） 

     ※家族や親族が江東区内の小中学校に通学・在籍している場合はその旨を記入 

してください。 

     ※勤務地等に希望がある場合は志望動機の欄に記入してください。 

（２）応募方法 

   下記「申込み・問い合わせ先」宛て持参または郵送 

     ※申込書の返却はいたしません。 

（３）応募期限 

   令和８年２月１０日（火）必着 

     ※定員に達した等、募集を締め切らせていただく場合もございますのでご了承 

ください。 

10．選考 

（１）選考方法 

   書類選考および面接評定 

（２）面接実施日・場所 

   面接実施対象者に別途連絡 

11．注意事項 

（１）地方公務員法第１６条に該当する以下の方は応募不可 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

イ 江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 人事委員会又は公平委員会の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する 

罪を犯し刑に処せられた者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（２）本募集内容は、令和７年度の予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっ

ては、任用できない場合があります。 

12．申込み・問い合わせ先 

〒１３５－８３８３ 江東区東陽４－１１－２８ 

教育委員会事務局 指導室 事務係 （区役所６階４番窓口） 

電話番号 ０３－３６４７－９１７８ 


